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議案第  ３３  号  

 

 

流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

令和５年６月２２日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について（昭

和２９年５月８日社発第３８２号厚生省社会局長通知）による

行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによ

って実施されている外国人の保護に関する事務を、個人番号が

利用できる事務に追加し、その細則について規則に委任するほ

か、所要の改正を行うためである。  

 



   流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例  

流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例（平成２７年流山市条例第２８号）の一部を次のように改正する。  

別表第１の１６の項事務の欄中「流山市インフルエンザ等の予防接種

の実施に関する規則（平成１３年流山市規則第５２号）」を「流山市定

期接種の実施に関する規則（令和２年流山市規則第６１号）」に改め、

同表中２５の項を２６の項とし、２４の項を２５の項とし、２３の項を

２４の項とし、２２の項の次に次のように加える。  

２３  市長  生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に準じ

て実施する生活に困窮する外国人に対する生活保

護の措置に関する事務であって規則で定めるもの  

 別表第２の２の項特定個人情報の欄中「（昭和２５年法律第１４４

号）」を削り、同表１６の項事務の欄中「流山市インフルエンザ等の予

防接種の実施に関する規則」を「流山市定期接種の実施に関する規則」

に改め、同表に次のように加える。  

２３  市長  生活保護法に準じて実施

する生活に困窮する外国

人に対する生活保護の措

置に関する事務であって

規則で定めるもの  

法別表第２の２６の項

の第４欄に掲げる特定

個人情報であって規則

で定めるもの  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  



議案第  ３４  号  

 

 

工事請負契約の締結について  

市は、次の工事請負契約を締結する。  

令和５年６月２２日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

１  契 約 の 名 称  白みりんミュージアム建設工事  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 の 金 額  ４４２，２００，０００円  

（消費税及び地方消費税を含む。）  

４  契約の相手方  流山市駒木４９１番地の２  

          広島・中村特定建設工事共同企業体  

          構成員  流山市駒木４９１番地の２  

         （代表者）広島建設株式会社  流山支店  

              支店長  伊東  正之  

          構成員  流山市三輪野山四丁目１８番地の６０  

              株式会社中村組  

              代表取締役  相樂  真宏  

           



参考資料  

 

白みりんミュージアム建設工事概要  

 

１  工事場所  流山市流山３丁目３５８番１の一部及び３６０番５  

 

２  概   要  

（１）構   造  木造１階建て  

（２）建築面積  ６４３．３４平方メートル  

（３）延べ面積  ６００．５９平方メートル  

 

３  工   期  議会の議決の日の翌日から令和６年３月３１日まで  

 

４  設   計  東京都文京区白山三丁目１番８号  

       株式会社ＩＮＡ新建築研究所  

 

５  施   工  流山市駒木４９１番地の２  

       広島・中村特定建設工事共同企業体  

 

６  工 事 費 ４４２，２００，０００円  

（消費税及び地方消費税を含む。）  

 

  入札金額  ４０２，０００，０００円（税抜）  

  請負代金額 ４４２，２００，０００円（税込） 《 消 費 税 率 １ ０ ％ 》  

  うち取引に係る （４０，２００，０００円）  

消費税及び地方消費税の額 

 



会 社 名

代 表 者

自 己 資 本 額

本　　　 社

営 業 所 等

営 業 種 目

区　　　分 官公庁（千円） 民　間（千円） 　合　　計（千円）

令和３年３月期 766,166 12,807,655 13,573,821

令和４年３月期 2,395,259 11,561,099 13,956,358

平　　　均 1,580,713 12,184,377 13,765,090

　工 事 名

  発 注 者 千葉県柏市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 特定建設工事共同企業体（代表構成員）

　工 事 名

過去の主な工事経歴   発 注 者 千葉県柏市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 特定建設工事共同企業体（代表構成員）

　工 事 名

  発 注 者 流山市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 特定建設工事共同企業体（代表構成員）

業    者    経    歴    表
広島建設株式会社

８，７６４，０５８千円　(資本金額　８０，０００千円）

所 在 地
千葉県柏市豊四季１００４番地

代表取締役　島田　秀貴

流山市駒木４９１番地の２

平成２８年１０月５日から平成３０年２月２８日まで

令和元年６月２４日　国土交通大臣許可（特－１）第１８５８８号
建築工事業

過 去 ２ か 年 の
平 均 完 成 工 事 高

柏市立田中小学校第一校舎建替工事（建築工事）

令和２年１２月１９日から令和４年３月２５日まで

柏市立柏の葉小学校校舎増築工事（建築工事）

注文住宅・共同住宅等の設計・施工・販売、公共施設の施工

許 可 年 月 日
及 び 番 号

１，８２２，７００，０００円（出資比率６０％）

１，０８２，４００，０００円（出資比率６０％）

８２５，１２０，０００円（出資比率６０％）

令和２年１２月１９日から令和４年２月２８日まで

流山市立南流山小学校校舎増築工事（建築工事）



会 社 名

代 表 者

自 己 資 本 額

本　　　社

営 業 種 目

区　　　分 官公庁（千円） 民　間（千円） 　合　　計（千円）

令和３年９月期 554,283 170,442 724,725

令和４年９月期 372,567 46,731 419,298

平　　　均 463,425 108,587 572,012

　工 事 名

  発 注 者 流山市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

　工 事 名

過去の主な工事経歴   発 注 者 流山市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者 流山市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

１６８，３００，０００円

令和２年１０月２２日から令和３年８月３１日まで

土木工事、建築工事等の総合建設業

７１，２８０，０００円

令和３年６月３日から令和４年２月１５日まで

流山市立おおぐろの森小学校外構工事（建築工事）

過 去 ２ か 年 の
平 均 完 成 工 事 高

小山小学校区第５おおたかの森ルーム内部工事（建築工
事）（その２）

７４，０８５，０００円

令和３年１０月２８日から令和４年３月１５日まで

流山市立八木北小学校給食室増築工事（建築工事）

業    者    経    歴    表
株式会社中村組

１８８，３０４千円　(資本金額　２０，０００千円）

所 在 地

許 可 年 月 日
及 び 番 号

流山市三輪野山四丁目１８番地の６０

代表取締役　相樂　真宏

令和２年４月１４日　千葉県知事許可（特－２）第５３８６１号

土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事
業、解体工事業



白みりんミュージアム建設工事 案内図
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白みりんミュージアム建設工事 立面図
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白みりんミュージアム建設工事 パース図（全体）
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議案第  ３５  号  

 

 

工事請負契約の締結について  

市は、次の工事請負契約を締結する。  

令和５年６月２２日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

１  契 約 の 名 称  流山市消防本部・中央消防署庁舎建設工事  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 の 金 額  ２，９９３，１００，０００円  

（消費税及び地方消費税を含む。）  

４  契約の相手方  千葉県千葉市中央区新町１８番地１４  

          奥村・橋本特定建設工事共同企業体  

          構成員  千葉県千葉市中央区新町１８番地１４  

         （代表者）株式会社奥村組  東関東支店  

              支店長  永井  寧   

          構成員  流山市南流山６丁目２１番地の９  

              株式会社橋本組  流山営業所  

              所長  土橋  弘幸   

           



参考資料  

 

流山市消防本部・中央消防署庁舎建設工事概要  

 

１  工事場所  流山市大畔４１３番１ほか  

 

２  概   要  

（１）構造  

ア  庁舎棟   ＲＣ造  一部Ｓ造  

イ  訓練棟Ａ棟  ＲＣ造  

ウ  訓練棟Ｂ棟  Ｓ造  

エ  自家用給油設備  Ｓ造  

（２）階数  

ア  庁舎棟   ４階  

イ  訓練棟Ａ棟  ５階  

ウ  訓練棟Ｂ棟  ２階  

エ  自家用給油設備  １階  

（３）建築面積  

ア  庁舎棟   １，５３８．４９平方メートル  

イ  訓練棟Ａ棟       ３３．０１平方メートル  

ウ  訓練棟Ｂ棟   ８５．６２平方メートル  

エ  自家用給油設備      ９．００平方メートル  

（４）延床面積  

ア  庁舎棟   ３，９８９．８４平方メートル  

イ  訓練棟Ａ棟    １５１．２０平方メートル  

ウ  訓練棟Ｂ棟    １５６．１０平方メートル  

エ  自家用給油設備     ２５．００平方メートル  

 

３  工   期  議会の議決の日の翌日から令和６年１２月３１日まで  

 

４  設   計  東京都千代田区九段南四丁目６番１２号  

       株式会社石本建築事務所  東京オフィス  

 



５  施   工  千葉県千葉市中央区新町１８番地１４  

       奥村・橋本特定建設工事共同企業体  

 

６  工 事 費 ２，９９３，１００，０００円  

（消費税及び地方消費税を含む。）  

 

  入札金額  ２，７２１，０００，０００円（税抜）  

  請負代金額 ２，９９３，１００，０００円（税込） 《 消 費 税 率 １ ０ ％ 》 

  うち取引に係る  （２７２，１００，０００円）  

消費税及び地方消費税の額 

 



会 社 名

代 表 者

自 己 資 本 額

本　　　 社

営 業 所 等

営 業 種 目

区　　　分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

令和３年３月期 89,673,605 112,631,153 202,304,758

令和４年３月期 95,650,974 125,962,079 221,613,053

平　　　均 92,662,290 119,296,616 211,958,906

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期 令和２年１０月７日～令和４年３月３１日

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期 平成３１年３月２０日～令和３年３月１６日

  受注形態 特定建設工事共同企業体（代表構成員）

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期 平成２４年１２月７日～平成２７年９月４日

  受注形態 特定建設工事共同企業体（代表構成員）

６，１０５，０００，０００円

３，６６１，２５６，０００円（出資比率６０％）

２，４８８，３３１，６３４円（出資比率７０％）

許 可 年 月 日
及 び 番 号

令和４年１１月３０日　国土交通大臣許可（特－４）第２２００号

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工
事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れ
んが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事
業、しゆんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、
防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、造園工事業、建具工
事業、水道施設工事業、解体工事業

過去の主な工事経歴

過 去 ２ か 年 の
平 均 完 成 工 事 高

業    者    経    歴    表

株式会社奥村組

１６１，１９２，０００千円（資本金額１９，８３８，０００千円）

所 在 地
大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号

千葉県千葉市中央区新町１８番地１４

代表取締役社長　奥村　太加典　

（仮称）流山市立おおぐろの森中学校新築工事

流山市

総合建設業（建築工事、土木工事等）及びこれに関連する業務

旭市新庁舎建設建築工事

千葉県旭市

東京消防庁芝消防庁舎（２４）新築工事

東京都



会 社 名

代 表 者

自 己 資 本 額

本　　　 社

営 業 所 等

許 可 年 月 日
及 び 番 号

営 業 種 目

区　　　分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

過 去 ２ か 年 の 令和３年５月期 6,092,229 3,258,844 9,351,073

平 均 完 成 工 事 高 令和４年５月期 5,862,187 5,109,756 10,971,943

平　　　均 5,977,208 4,184,300 10,161,508

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期

  受注形態

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期

  受注形態

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期

  受注形態

過去の主な工事経歴

平成２６年１０月７日～令和元年８月２３日

令和２年１２月１７日～令和４年９月３０日

特定建設工事共同企業体（代表構成員）

１，５３２，６０３，６００円（出資比率７０％）

８５８，０００，０００円

令和元年１２月１８日～令和３年４月３０日

元請

令和元年度焼津市ターントクルこども館建設工事
（債務負担行為）（建築工事）

静岡県焼津市

（仮称）南流山地域図書館・児童センター建設工事

流山市

業    者    経    歴    表

株式会社橋本組

６，５６１，２０５千円　(資本金額 ５０,０００千円）

所 在 地
静岡県焼津市本町二丁目２番１号

流山市南流山６丁目２１番地の９

代表取締役　橋本　真典

令和４年９月１２日　国土交通大臣許可（特－４）第２４６８９号

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工
事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れ
んが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事
業、しゆんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、
防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、造園工事業、建具工
事業、水道施設工事業、解体工事業

特定建設工事共同企業体（代表構成員）

平成２６～２９年度　新斎場建設工事（建築工事）

志太広域事務組合

総合建設業（建築工事、土木工事等）

２，３２７，１７０，０６８円（出資比率７０％）
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議案第  ３６  号  

 

 

   こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について  

 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和５年６月２２日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法

律（令和４年法律第７６号）等の施行に伴い、関係条例の整理

を行うためである。  

  



   こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例  

 （流山市心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部改

正）  

第１条  流山市心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例（昭

和５３年流山市条例第３５号）の一部を次のように改正する。  

  第１２条第１項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。  

 （流山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正）  

第２条  流山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成２６年流山市条例第２３号）の一部を次

のように改正する。  

  第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第

３号」に改め、同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各

号」に改め、同項第２号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第

１号」に改め、同項第３号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条

第２号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に改める。  

  第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改め、同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に、「同項第２号」を「同条第２号」に改める。  

  第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改める。  

  第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。  

  第１３条第４項第３号ア（ア）中「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に改め、同号ア（イ）中「第１９条第１項第２号」を

「第１９条第２号」に改め、同号イ（ア）中「第１９条第１項第１号」

を「第１９条第１号」に改め、同号イ（イ）中「第１９条第１項第２

号」を「第１９条第２号」に改める。  

  第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改め、

同項第４号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。  

  第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改める。  

  第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」



に改め、同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に、「同項第２号」を「同条第２号」に、「第１９条第１項第２号」

を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「同項第２号」を「同条

第２号」に改める。  

  第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に改め、同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に、「同項第１号」を「同条第１号」に、「第１９条第１項第１号」

を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第１号」

を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第

２号」に、「同項第１号」を「同条第１号」に改める。  

  第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を

「第１９条第３号」に改める。  

  第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。  

  第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改め、同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第

３項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に、「第１９

条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第３号」を「同条

第３号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め

る。  

  第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に改め、同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に、「同項第３号」を「同条第３号」に、「第１９条第１項第１号」

を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第２号」

を「第１９条第２号」に改める。  

 （流山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正）  

第３条  流山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年流山市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

  第２６条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  



議案第  ３７  号  

 

 

流山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  

流山市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

令和５年６月２２日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等

の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成

１４年総務省令第２４号）の一部改正に伴い、電気自動車等に

充電する急速充電設備の全出力の上限を撤廃するとともに、火

災予防上必要な措置及び喫煙所の標識について規定の見直し

を行うためである。  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



流山市火災予防条例の一部を改正する条例  

流山市火災予防条例（昭和３７年流山市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。  

第１１条の２第１項中「自動車等（道路交通法（昭和３５年法律第  

１０５号）第２条第１項第９号に規定する自動車又は同項第１０号に規

定する原動機付自転車をいう。第１２号において同じ。）をいう。以下

この条において同じ。）に」を「自動車、原動機付自転車、船舶、航空

機その他これらに類するものをいう。以下同じ。）にコネクター（充電

用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。）

を用いて」に、「及び全出力２００キロワットを超えるものを除く。）

をいう」を「を除く。）をいい、分離型のもの（変圧する機能を有する

設備本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブルを収納する設

備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により構成さ

れるものをいう。以下同じ。）にあっては、充電ポストを含む」に改め、

同項第１号中「不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないもの

に面するときは」を「次に掲げるものにあっては」に改め、同号に次の

ように加える。  

ア  不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面す

るもの  

イ  分離型のものにあっては、充電ポスト  

第１１条の２第１項第２号に次のただし書を加える。  

ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。  

第１１条の２第１項第６号中「急速充電設備」を「コネクター」に改

め、同項第７号中「急速充電設備と電気自動車等の接続部に」を「コネ

クターが電気自動車等に接続され、」に、「接続部が」を「コネクター

が当該電気自動車等から」に改め、同項第１１号中「緊急停止させるこ

とができる措置を講ずる」を「緊急に停止することができる装置を、当

該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作すること

ができる箇所に設ける」に改め、同項第１２号中「自動車等」を「急速

充電設備と電気自動車等」に改め、同項第１３号中「（充電用ケーブル

を電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同

じ。）」を削り、同項第１６号中「当該蓄電池」の次に「（主として保

安のために設けるものを除く。）」を加え、同項中第１８号を第１９号



とし、第１７号を第１８号とし、第１６号の次に次の１号を加える。  

（１７）急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄  

電池（主として保安のために設けるものを除く。）を内蔵しない  

こと。  

第１６条第１項中「日本産業規格」の次に「（産業標準化法（昭和  

２４年法律第１８５号）第２０条第１項の日本産業規格をいう。以下同

じ。）」を加える。  

第２３条第３項を削り、同条第４項第２号中「併せて図記号による標

識を設けるときは、別表第７に定めるものとしなければなら」を「健康

増進法（平成１４年法律第１０３号）第３３条第２項に規定する喫煙専

用室標識を設ける場合においてはこの限りで」に改め、同項を同条第３

項とし、同項の次に次の１項を加える。  

４  第２項又は前項第２号に規定する標識と併せて図記号による標識

を設けるときは、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて

設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第７０１０号

又は日本産業規格Ｚ８２１０に適合するものとし、「喫煙所」と表示

した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた

規格第７００１号又は日本産業規格Ｚ８２１０に適合するものとし

なければならない。  

 第２３条第５項中「前項」を「第３項」に改める。  

別表第７を次のように改める。  

別表第７  削除  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１１条の２第１項

の改正規定及び次項の規定は、令和５年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  第１１条の２第１項の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置

の工事がされているこの条例による改正後の流山市火災予防条例（以

下「新条例」という。）第１１条の２第１項に規定する急速充電設備

に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前

の例による。  

３  新条例第２３条第３項第２号の規定の適用については、当分の間、



同号中「喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増

進法の一部を改正する法律（平成３０年法律第７８号）附則第３条第

１項の規定により読み替えて適用される健康増進法第３３条第２項

に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。  

４  この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新

条例第２３条第２項又は第３項第２号に規定する標識と併せて設け

る図記号のうち、新条例第２３条第４項の規定に適合しないものにつ

いては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。  

 



議案第  ３８  号  

 

 

   東武野田線初石駅自由通路の整備工事の施行の委託に関する協定  

   の締結について  

 市は、次のとおり工事の施行の委託に関する協定を締結する。  

  令和５年６月２２日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

１  委 託 の 目 的  東武野田線初石駅自由通路の整備工事の施行の委託 

２  委 託 の 方 法  随意契約  

３  委 託 の 金 額  １，３３１，８００，０００円  

          （消費税及び地方消費税を含む。）  

４  委託の相手方   東京都墨田区押上一丁目１番２号  

          東武鉄道株式会社  

          取締役社長  根津  嘉澄  

 



参考資料  

 

東武野田線初石駅自由通路の整備工事の施行の委託概要  

 

１  工事場所   流山市西初石３丁目１０１番３の一部ほか  

 

２  委託工事の内容  

（１）規模及び構造  

  ・鉄骨造  

  ・延べ床面積   約６０５平方メートル  

（２）工事概要  

  ・自由通路設置（幅員約５．４メートル）  

  ・エレベーター設置（２基）  

 

３  協定期間   協定締結の日から令和８年３月３１日まで  

 

４  設 計  東京都墨田区押上一丁目１番２号  

        東武鉄道株式会社  

 

５  工 事 費  １，３３１，８００，０００円  

        （消費税及び地方消費税を含む。）  



柏方

既存駅舎
既存旅客トイレ

既存跨線橋

下りホーム

西口昇降口

東口昇降口

EV

EV

EV

EV

ESC

ESC

大宮方

上りホーム

ESC

ESC

下り線

上り線

1階平面図

自由通路（流山市財産・維持管理）

凡例



柏方

既存駅舎
既存旅客トイレ

大宮方

SS

既存跨線橋

EV

EV

EV

橋上駅舎

ESC

ESC

ESC

ESC

西口昇降口

自由通路

2階平面図

EV

下り線

上り線

東口昇降口

自由通路（流山市財産・維持管理）

凡例



北側立面図

X1X2X4X5X6X7

Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8Y1

X1 X2 X4 X5 X6 X7

Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8 Y1Y4b Y4a Y3a

自由通路（流山市財産・維持管理）

凡例

東側立面図

南側立面図

西側立面図

上り線下り線

初石駅 東口
HATSUISHI STATION EAST

初石駅 西口
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初石駅
HATSUISHI STATION

西口
WEST

HATSUISHI STATION
初石駅 東口

EAST

上り線下り線

5677 5 6 7 84 4



議案第  ３９  号  

 

 

   市道路線の認定について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、別

紙路線を市道に認定するものとする。  

  令和５年６月２２日提出  

流山市長   井  崎  義  治    



起　点

終　点

平方字浅間前１１０番４

西深井字一ノ割５７番２

富士見台２丁目４４６番４２

同　　　　　所同　　番３３

富士見台２丁目４４６番４３

同　　　　　所同　　番５７

東初石２丁目８８番１７

同　　　　所同　番２４

おおたかの森北三丁目１番１４

同　　　　　　　　所同番１０

美田１０３番１

同所同　　番１３

おおたかの森北三丁目４３番２６

同　　　　　　　　所同　番１９

おおたかの森南二丁目３３番１９

同　　　　　　　　所同　番８
８ ４０１６８ 市野谷区画１６８号線

７ ３７１２４ 十太夫区画１２４号線

重要な
経過地

３００６４

富士見台区画４３号線

整理番号

２

路線番号

０５０５３

路　　線　　名

１

３

４ 東初石１・２丁目区画６４号線

富士見台区画４４号線１８０４４

１８０４３

平方区画５３号線

３６０４８ 美田区画４８号線

東初石５丁目区画７７号線

６

５ ３３０７７



arai2035
テキスト ボックス
市道認定路線図

arai2035
1 東深井　廃止

arai2035
折れ線

arai2035
吹き出し
1

arai2035
テキスト ボックス
西深井小学校

arai2035
テキスト ボックス
東深井中学校

arai2035
凡例1



arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
吹き出し
2

arai2035
吹き出し
3

arai2035
テキスト ボックス
市道認定路線図

arai2035
1 東深井　廃止

arai2035
テキスト ボックス
北部中学校

arai2035
テキスト ボックス
JAとうかつ中央　新川支店

arai2035
テキスト ボックス
新川小学校

arai2035
テキスト ボックス
江戸川台ひまわり幼稚園

arai2035
テキスト ボックス
江戸川台駅

arai2035
凡例23



arai2035
テキスト ボックス
市道認定路線図

arai2035
1 東深井　廃止

arai2035
折れ線

arai2035
テキスト ボックス

arai2035
吹き出し
4

arai2035
折れ線

arai2035
吹き出し
6

arai2035
折れ線

arai2035
吹き出し
7

arai2035
矢印

arai2035
矢印

arai2035
吹き出し
5

arai2035
テキスト ボックス
初石駅

arai2035
テキスト ボックス
十太夫近隣公園

arai2035
テキスト ボックス
八木北小学校

arai2035
テキスト ボックス
マルエツ

arai2035
凡例4567



arai2035
矢印

arai2035
テキスト ボックス
市道認定路線図

arai2035
1 東深井　廃止

arai2035
テキスト ボックス
市野谷水鳥の池

arai2035
テキスト ボックス
流山おおたかの森駅

arai2035
テキスト ボックス
流山市上下水道局

arai2035
吹き出し
8

arai2035
凡例



報告第  ３  号  

 

 

   継続費繰越計算書について  

 令和４年度流山市一般会計継続費繰越計算書について、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により、別紙

のとおり報告する。  

  令和５年６月２２日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 



国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 2 総務費 1 総務管理費
全庁ＬＡＮ整備事業（標準シス
テム移行調査業務委託（国民健
康保険ほか））

6,887,000 1,378,000 1,378,000 1,377,200 800 800 800

2
ＴＸ沿線整備地区の字の区域の
名称変更事業

15,967,000 3,000,000 3,000,000 2,999,700 300 300 300

3 3
戸籍住民基
本台帳費

ＴＸ沿線整備住民記録及び戸籍
簿等変更事業

12,862,000 7,496,000 7,496,000 7,495,950 50 50 50

4 3 民生費 1 社会福祉費 高齢者支援計画策定事業 2,536,000 2,436,000 2,436,000 2,112,000 324,000 324,000 324,000

5 2 児童福祉費
学童クラブ施設整備事業（新設
小学校区分）

409,876,000 40,988,000 40,988,000 15,224,000 25,764,000 25,764,000 12,564,000 13,200,000

6 8 土木費 2
道路橋りょ
う費

名都借跨線橋道路拡幅改良事業 2,216,593,000 154,633,000 414,778,213 569,411,213 292,446,125 276,965,088 276,965,088 21,680,088 61,785,000 193,500,000

7 3 河川費 雨水排水施設整備事業 44,440,000 22,220,000 22,220,000 7,000,000 15,220,000 15,220,000 2,460,000 3,660,000 9,100,000

8 4 都市計画費 都市計画見直し事業 25,000,000 1,100,000 3,982,000 5,082,000 990,000 4,092,000 4,092,000 4,092,000

9 初石駅施設整備事業 2,775,800,000 296,548,000 296,548,000 296,548,000 296,548,000 10,783,000 81,400,000 96,800,000 107,565,000

10 9 消防費 1 消防費
中央消防署移転事業（造成工
事）

461,450,000 230,725,000 230,725,000 140,025,600 90,699,400 90,699,400 15,999,400 74,700,000

11 地域防災計画策定事業 15,000,000 10,000,000 10,000,000 8,038,800 1,961,200 1,961,200 1,961,200

番
号

令和４年度流山市一般会計継続費繰越計算書

款 項

令 和 ４ 年 度 継 続 費 予 算 現 額

翌 年 度 逓
次 繰 越 額

支出済額及び
支 出 見 込 額

継 続 費
の 総 額

事 業 名 前 年 度 逓 次
繰 越 額

予 算 計 上 額 繰 越 金
特 定 財 源

計
残 額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金 負担金



国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

番
号

款 項

令 和 ４ 年 度 継 続 費 予 算 現 額

翌 年 度 逓
次 繰 越 額

支出済額及び
支 出 見 込 額

継 続 費
の 総 額

事 業 名 前 年 度 逓 次
繰 越 額

予 算 計 上 額 繰 越 金
特 定 財 源

計
残 額

左 の 財 源 内 訳

12 10 教育費 2 小学校費
新設小学校（おおたかの森地
区）建設事業（建設工事・工事
監理業務委託）

4,699,374,000 1,236,039,000 1,236,039,000 475,974,000 760,065,000 760,065,000 120,576,000 256,789,000 382,700,000

13 3 中学校費
南流山中学校移転事業（改修工
事・工事監理業務委託）

2,740,178,000 329,848,000 329,848,000 111,800,000 218,048,000 218,048,000 34,436,000 103,212,000 80,400,000

14 5 社会教育費 指定等文化財保存活用整備事業 80,842,000 33,300,000 33,300,000 10,000,000 23,300,000 23,300,000 2,400,000 20,900,000

15
新設中学校（大畔地区）発掘調
査事業

57,860,000 14,465,000 14,465,000 14,464,800 200 200 200

13,564,665,000 2,384,176,000 418,760,213 2,802,936,213 1,089,948,175 1,712,988,038 1,712,988,038 227,277,038 506,846,000 871,300,000 107,565,000合　　　計

国庫支出金

国庫支出金



報告第  ４  号  

 

 

   繰越明許費繰越計算書について  

 令和４年度流山市一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、

別紙のとおり報告する。  

  令和５年６月２２日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 



国 県 支 出 金 そ の 他

円 円 円 円 円 円

1 3 民生費 2 児童福祉費 私立保育所整備補助事業 100,000,000 99,683,440 66,455,000 33,228,440

2 4 衛生費 1 保健衛生費 出産・子育て応援給付金事業（子ども家庭課）
240,677,000 239,227,000 563,000 159,034,000 79,630,000

3 新型コロナウイルス感染症対策事業（健康増進課　ワクチン接種分） 688,933,000 46,343,280 46,343,280

4 地域環境保全推進指導事業 45,298,000 45,298,000 45,298,000

5 6
農林水
産業費

1 農業費 物価高騰支援事業（農業振興課　肥料分）
895,000 895,000 895,000

6 7 商工費 1 商工費 流山本町・利根運河ツーリズム推進事業 7,000,000 7,000,000 7,000,000

7 白みりんミュージアム整備事業 442,849,000 442,849,000 199,996,000 121,300,000 121,553,000

8 8 土木費 2 道路橋りょう費 道路維持補修事業 53,200,000 34,680,000 34,680,000

9 名都借跨線橋道路拡幅改良事業 6,920,000 4,820,000 4,820,000

10 東小学校前通学路道路拡幅整備事業 5,000,000 5,000,000 5,000,000

11 交差点改良事業 24,060,000 24,060,000 9,779,000 12,700,000 1,581,000

12 私道整備事業 13,270,000 7,130,000 7,130,000

13 区画道路改良事業 145,310,000 141,300,000 3,155,000 10,800,000 127,345,000

14 3 河川費 河川等維持補修事業 2,000,000 2,000,000 2,000,000

15 上富士川上流排水整備事業 395,000 394,000 394,000

16 流山排水機場改修事業 12,000,000 12,000,000 12,000,000

17 雨水排水施設整備事業 42,273,000 42,273,000 13,000,000 23,800,000 5,473,000

18 4 都市計画費 地域公共交通活性化事業 19,160,000 18,838,000 18,838,000

19 流山おおたかの森駅周辺まちなみづくり事業 5,467,000 4,180,000 4,180,000

20 運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理負担事業 19,202,000 19,202,000 14,300,000 4,902,000

21 木地区一体型特定土地区画整理負担事業 30,064,000 20,062,509 15,000,000 5,062,509

22 都市計画道路３・２・２５号下花輪駒木線道路改良事業 57,790,000 38,860,000 34,800,000 4,060,000

23 都市計画道路３・３・２号新川南流山線立体交差事業 2,100,000 2,100,000 1,800,000 300,000

24 市野谷の森環境保全事業（国の追加補正分） 27,500,000 27,500,000 9,900,000 17,600,000

25 新たな賑わい空間創出事業 347,600,000 323,567,300 143,803,000 160,800,000 18,964,300

26 安心安全な公園づくり事業 57,920,000 36,722,300 8,820,000 20,400,000 7,502,300

27 10 教育費 2 小学校費 新設小学校（南流山地区）改修事業（国の追加補正分） 221,091,000 221,091,000 64,870,000 155,800,000 421,000

28 小学校校舎等改修事業 685,221,000 685,221,000 684,200,000 1,021,000

29 小学校校舎等改修事業（国の追加補正分） 109,043,000 109,043,000 36,700,000 72,100,000 243,000

30 3 中学校費 中学校校舎等改修事業 516,541,000 516,541,000 515,500,000 1,041,000

31 中学校校舎等改修事業（国の追加補正分） 68,134,000 68,134,000 22,936,000 45,100,000 98,000

32 南流山中学校移転事業（国の追加補正分） 80,634,000 80,634,000 28,257,000 52,300,000 77,000

既 収 入
特 定 財 源

一 般 財 源

左 の 財 源 内 訳

未 収 入 特 定 財 源
番
号

令和４年度流山市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名
翌 年 度
繰 越 額

金 額

市債

国県支出金

市債

市債

国庫支出金

市債

市債

市債

国庫支出金

国庫支出金

市債

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金 市債

国庫支出金

市債

市債

市債

国庫支出金

国庫支出金

市債

市債

市債

市債

市債

市債

市債

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金



国 県 支 出 金 そ の 他

既 収 入
特 定 財 源

一 般 財 源

左 の 財 源 内 訳

未 収 入 特 定 財 源
番
号

款 項 事 業 名
翌 年 度
繰 越 額

金 額

33 10 教育費 6 保健体育費 体育施設改修・整備事業（国の追加補正分） 20,000,000 20,000,000 6,739,000 13,200,000 61,000

34 給食室等改修事業（国の追加補正分） 16,632,000 16,632,000 5,599,000 11,000,000 33,000

4,114,179,000 3,363,280,829 563,000 826,281,280 1,982,500,000 553,936,549
合　　　　　　計

国庫支出金 市債

市債

市債国庫支出金



報告第  ５  号  

 

 

   事故繰越し繰越計算書について  

 令和４年度流山市一般会計事故繰越し繰越計算書について、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定において

準用する同令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。  

  令和５年６月２２日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 



国 県
支 出 金

そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 8 土木費 4
都市計
画費

初石駅施設整備事業 59,550,092 37,558,544 21,991,548 21,991,548 13,700,000 8,291,548

本事業は、初石駅施設整備に伴い、同駅西口駅前広場ほか
の実施設計や自由通路整備に伴う物件移転補償を行うもの
である。設計範囲を決定するための現場立会いを土地所有
者である東武鉄道株式会社と設計業務委託契約後に予定し
ていたが、当該現場立会いが延期となったことにより年度
内の事業完了が困難となった。
令和５年９月２９日完了予定

2 10 教育費 6
保健体
育費

体育施設改修・整備事業 300,128,070 257,415,070 42,713,000 42,713,000 33,400,000 9,313,000

本事業は、東部市民プールの解体整地等を行うものである
が、解体作業中に発見されたアスベストの処理方法の検討
や作業に時間を要したことから、年度内の事業完了が困難
となった。
令和５年５月２４日完了

359,678,162 294,973,614 64,704,548 64,704,548 13,700,000 33,400,000 17,604,548合　　　計

説 明
支出負担行
為 予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

項款
支 出 済 額 支 出 未 済 額

左 の 財 源 内 訳

令和４年度流山市一般会計事故繰越し繰越計算書
左 の 内 訳

支 出 負 担
行 為 額

事 業 名 未 収 入 特 定 財 源
既 収 入
特 定 財 源

一 般 財 源

番
号

県支出金県支出金県支出金県支出金

市債

国庫支出金



報告第  ６  号  

 

 

   繰越計算書について  

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により、令和４年度流山市水道事業会計の繰越額の使用に関する計画に

ついて上下水道事業管理者から報告があったので、別紙のとおり報告す

る。  

  令和５年６月２２日報告  

流山市長   井  崎  義  治  

 



１　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

損 益 勘 定
留 保 資 金

企 業 債
工 事
負 担 金

円 円 円 円 円 円 円 円

1 資本的支出 1 建設改良費 流山2号井更生工事 83,600,000 0 83,600,000 83,600,000 0 0 0

北部地域主要配水管改良工事
（R4-1工区）

134,836,000 0 134,836,000 134,836,000 0 0

江戸川台主要配水管改良工事
（R4-1工区）

100,080,000 0 100,080,000 100,080,000 0 0

東部地域主要配水管改良工事
（R4-1工区）

130,000,000 0 130,000,000 130,000,000 0 0

おおたかの森西四丁目ほか配
水管改良工事

54,870,000 0 54,870,000 54,870,000 0 0

加１丁目ほか配水管改良工事 47,940,000 0 47,940,000 47,940,000 0 0

鰭ケ崎配水管改良工事（その
１）

25,646,000 0 25,646,000 25,646,000 0 0

南流山5丁目ほか配水管改良
工事

71,425,000 0 71,425,000 71,425,000 0 0

古間木配水管改良工事（R4-1
工区）

65,930,000 0 65,930,000 65,930,000 0 0

古間木配水管改良工事（R4-2
工区）

58,879,000 0 58,879,000 58,879,000 0 0

駒木台配水管改良工事（R4-1
工区）

74,680,000 0 74,680,000 74,680,000 0 0

駒木配水管改良工事（R4-1工
区）

49,111,000 0 49,111,000 49,111,000 0 0

2 運動公園周辺地区配水管拡張
工事（R4-2工区）

30,555,000 0 30,555,000 0 0 30,555,000

運動公園周辺地区配水管拡張
工事（R4-3工区）

56,750,000 0 56,750,000 28,000,000 0 28,750,000

運動公園周辺地区配水管拡張
工事実施設計委託（R4）

11,990,000 0 11,990,000 5,990,000 0 6,000,000

996,292,000 0 996,292,000 930,987,000 0 65,305,000 0合 計

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支 払 義 務
発 生 額

つくばエク
スプレス沿
線整備事業
費

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産の
購入限度額

説 明

予定深度まで井戸掘削を行い、揚水試験を行ったところ、井戸内へ
の想定外の揚砂が確認された。新たに揚砂を抑制する措置が必要と
なったことから、年度内の完成が困難となったため

常磐自動車道の横断施工について、ネクスコ東日本との施工協議が
難航し、年度内完成が困難となったため

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

道路管理者である千葉県東葛飾土木事務所との占用協議が難航し、
年度内完成が困難となったため

先行工事である下水道工事の遅延により、年度内完成が困難となっ
たため

先行工事である下水道工事の遅延により、年度内完成が困難となっ
たため

先行工事である下水道工事の遅延により、年度内完成が困難となっ
たため

区画整理事業者である千葉県が翌年度施工予定個所の選定に時間を
要したことから、当該委託の発注時期が大幅に遅れ、当初より繰越
契約としたため

令和４年度流山市水道事業会計予算繰越計算書

先行工事である下水道工事の遅延により、年度内完成が困難となっ
たため

区画整理事業者である千葉県発注の造成工事の遅延により、年度内
完成が困難となったため

区画整理事業者である千葉県発注の造成工事の遅延により、年度内
完成が困難となったため

既設埋設管が集中しており、配管計画に時間を要したことから、年
度内完成が困難となったため

水管橋端部のSUS管用部材製作に時間を要することから、年度内完成
が困難となったため

鉄道横断部の施工について東武鉄道(株)との施工協議が難航し、年
度内完成が困難となったため

道路管理者である千葉県東葛飾土木事務所との占用協議が難航し、
年度内完成が困難となったため

近接する開発事業との施工調整に時間を要することから、年度内完
成が困難となったため

不 用 額



報告第  ７  号  

 

 

   繰越計算書について  

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により、令和４年度流山市下水道事業会計の繰越額の使用に関する計画

について上下水道事業管理者から報告があったので、別紙のとおり報告

する。  

  令和５年６月２２日報告  

流山市長   井  崎  義  治  

 



１　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

損 益 勘 定
留 保 資 金

企業債
国 庫
補助金

工 事
負担金

繰 越 工 事
資 金

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 資本的支出 1 建設改良費
和田堀3号汚水幹線工事(E4-
401）

56,440,000 0 56,440,000 20,440,000 18,000,000 18,000,000 0 0

第7-4汚水枝線工事（E4-74A) 20,120,000 0 20,120,000 10,020,000 5,050,000 5,050,000 0 0

第7-6汚水枝線工事（E4-761) 100,951,300 0 100,951,300 19,151,300 40,900,000 40,900,000 0 0

第7-6汚水枝線工事（E4-763) 14,000,000 0 14,000,000 3,000,000 5,500,000 5,500,000 0 0

西原第 3汚水枝線工事（ T4-
302)

66,700,000 0 66,700,000 30,600,000 18,050,000 18,050,000 0 0

西原第 3汚水枝線工事（ T4-
303)

99,420,000 0 99,420,000 43,920,000 27,750,000 27,750,000 0 0

駒木第 3汚水枝線工事（ T4-
301)

63,790,000 0 63,790,000 15,390,000 24,200,000 24,200,000 0 0

西原第 3汚水枝線工事（ T4-
302）に伴う付帯工事

9,191,000 0 9,191,000 9,191,000 0 0 0 0

大畔雨水幹線工事に伴う付帯工
事

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0

第5舗装復旧工事(ER4-501) 11,800,000 0 11,800,000 3,200,000 4,300,000 4,300,000 0 0

第7-1舗装復旧工事(ER4-711) 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0

第7-4舗装復旧工事(ER4-743) 20,000,000 0 20,000,000 19,052,000 474,000 474,000 0 0

第7-4舗装復旧工事(ER4-744) 30,000,000 0 30,000,000 29,000,000 500,000 500,000 0 0

第9-4舗装復旧工事(ER4-941) 13,000,000 0 13,000,000 13,000,000 0 0 0 0

第9-4舗装復旧工事(ER4-942) 16,000,000 0 16,000,000 16,000,000 0 0 0 0

駒木第 3舗装復旧工事 (TR4-
302)

12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0

第7-6汚水枝線工事（E4-761)
ほか移転補償費

22,226,367 12,226,367 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0

第7-6汚水枝線工事（E4-761)
ほか物件補償費

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0

向小金雨水幹線工事（その2）
物件補償費

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0

第7-6汚水枝線工事(E4-761)ほ
か家屋事前事後調査業務委託

3,100,000 0 3,100,000 3,100,000 0 0 0 0

向小金雨水幹線工事（R2）に
伴う家屋事後調査業務委託

5,103,000 0 5,103,000 5,103,000 0 0 0 0

2 つくばエクス
プレス沿線整
備事業費

運動公園周辺地区一体型特定土地
区画整理事業に伴う公共下水道事
業に関する業務委託（汚水）

120,300,000 19,220,000 101,080,000 50,000 18,600,000 18,650,000 63,780,000 0

運動公園周辺地区一体型特定土地
区画整理事業に伴う公共下水道事
業に関する業務委託（雨水）

336,200,000 25,190,000 309,538,000 90,000 6,000,000 143,054,000 160,394,000 1,472,000

1,058,341,667 56,636,367 1,000,233,300 300,307,300 169,324,000 306,428,000 224,174,000 0 1,472,000合 計

区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が
遅延したことから、年度内完了が困難となった
ため

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

本体工事が遅延したことから、年度内の完成が
困難となったため

支 払 義 務
発 生 額

説 明

千葉県の都市計画道路整備事業に伴う工事で
あったが、その工事が遅延したことから、年度
内の完成が困難となったため

先行する雨水幹線工事が遅延したことから、年
度内完成が困難となったため

埋設管が集中しており設計の再検討に時間を要
したことから、年度内の完成が困難となったた
め

翌 年 度
繰 越 額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産の
購入限度額

左 の 財 源 内 訳

区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が
遅延したことから、年度内完了が困難となった
ため

先行する水道工事が遅延したことから未発注と
なり、年度内完成が困難となったため

先行する水道工事が遅延したことから未発注と
なり、年度内完成が困難となったため

枝線工事の繰越に伴い、年度内に事業を完了す
ることが困難となったため

埋設管が集中しており設計の再検討に時間を要
したことから、年度内の完成が困難となったた
め

埋設管が集中しており設計の再検討に時間を要
したことから、年度内の完成が困難となったた
め
民間開発工事との工程調整に時間を要したこと
から、年度内の完成が困難となったため

本体工事が遅延したことから、年度内の完成が
困難となったため

家屋事後調査業務委託の繰越に伴い、年度内に
事業を完了することが困難となったため

先行する水道工事が遅延したことから、年度内
完成が困難となったため

枝線工事の繰越に伴い、年度内に事業を完了す
ることが困難となったため

令和４年度流山市下水道事業会計予算繰越計算書

枝線工事の繰越に伴い、年度内に事業を完了す
ることが困難となったため

雨水幹線工事が遅延したことから、年度内の完
了が困難となったため

先行する水道工事が遅延したことから未発注と
なり、年度内完成が困難となったため

先行する水道工事が遅延したことから未発注と
なり、年度内完成が困難となったため

先行する水道工事が遅延したことから未発注と
なり、年度内完成が困難となったため

先行する水道工事が遅延したことから未発注と
なり、年度内完成が困難となったため

不 用 額

埋設管が集中しており設計の再検討に時間を要
したことから、年度内の完成が困難となったた
め



２　地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

損 益 勘 定
留 保 資 金

企 業
債

国 庫
補 助
金

工 事
負 担
金

繰 越 工 事
資 金

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 資本的支出 2

つくばエク
スプレス沿
線整備事業
費

運動公園周辺地区一体型特定
土地区画整理事業に伴う公共
下水道事業に関する業務委託
（雨水）

364,660,000 226,300,000 138,360,000 0 0 69,180,000 69,180,000 0

364,660,000 226,300,000 138,360,000 0 0 69,180,000 69,180,000 0 0

同年度に先行して施工していた下流工事におい
て地盤支持力不足が判明し、当初予定されてい
なかった工事を追加で行うため工期延長したこ
とから、当該工事の年度内完了が困難となった
ため

左 の 財 源 内 訳

合 計

不 用 額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産の
購入限度額

説 明款 項 事 業 名
予 算
計上額

支 払 義 務
発 生 額

翌年度
繰越額



報告第  ８  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

  令和５年６月２２日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  公用車の事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専

決処分したので、報告するためである。  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和５年３月１５日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  健康福祉部介護支援課の職員が、公務のため公

用車で優先道路を直進していたところ、右側の

脇道から右折により出てきた相手方車両と接触

したことによる当該相手方車両及び当該公用車

の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和４年１２月２１日  

３  発 生 場 所  流山市三輪野山三丁目１７番１地先  

４  相 手 方  野田市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和５年３月１５日  

７  和 解 の 要 旨  相 手 方 の 損 害 額 ５ ４ ， ９ ０ １ 円 の う ち 、 

５，４９０円を市が負担する。  

市 の 損 害 額 ８ ４ ， ５ ４ ６ 円 の う ち 、  

７６，０９１円を相手方が負担する。  

双 方 の 責 任 額 を 差 し 引 き 、 そ の 差 額 で あ る  

７０，６０１円を相手方が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ５，４９０円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

令和５年５月３１日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  健康福祉部障害者支援課の職員が、公務のため

公用車で交差点を直進しようとしたところ、前

方で停車していた相手方車両に追突したことに

よる人身事故  

２  発 生 年 月 日  令和４年８月２４日  

３  発 生 場 所  流山市三輪野山四丁目１８番１７地先  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和５年５月３１日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ２１５，１４０円  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

令和５年５月３１日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  健康福祉部障害者支援課の職員が、公務のため

公用車で交差点を直進しようとしたところ、前

方で停車していた相手方車両に追突したことに

よる人身事故  

２  発 生 年 月 日  令和４年８月２４日  

３  発 生 場 所  流山市三輪山四丁目１８番地１７地先  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和５年５月３１日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ２１８，５６０円  

 

 



報告第  ９  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

  令和５年６月２２日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  学校敷地内で発生した物損事故に係る和解及び損害賠償の額

の決定について専決処分したので、報告するためである。  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

令和５年４月６日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  流山市立西深井小学校の職員が、草刈機で当該  

小学校駐車場の除草作業をしていたところ、飛  

び石により当該駐車場に駐車していた相手方の  

自家用車の窓を破損させたことによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和５年３月７日  

３  発 生 場 所  流山市西深井６７番地の１  

（流山市立西深井小学校駐車場内）  

４  相 手 方  鎌ケ谷市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和５年４月６日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １４４，９１４円  


